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一
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よ
ら
濁
越
後
債
の
時
僚
が
近
年
下
落
の
傾
を
話
せ
る

斯
の
如
く
な
れ
ば
、
関
税
改
革
亦
容
易
の
業
主
お
ふ
可
一
一
拡
、
最
近
十
五
年
間
に
於
け
る
怯
界
金
利
歩
令
の
騰
貨
に

し
。
然
活
之
仁
一
依
て
能
く
財
政
改
革
仁
代
っ
て
、
財
政
上
ア
問
る
唱
の
あ
る
可
し
と
総
退
、
ぬ
附
ほ
日
公
債
政
略
の
蹴
行
じ

の
要
求
を
充
牝
し
、
策
ね
て
英
閣
の
繁
撲
を
期
す
る
を
得
一
依
る
る
債
現
在
高
の
増
加
に
基
く
所
・
少
な
し
と
す
る
能
は

る
や
否
や
。
之
仁
釣
す
る
奨
閥
民
の
剣
断
は
近
く
行
は
る
一
歩
、
還
は
千
八
百
九
十
レ
宝
島
の
四
分
利
付
会
佼
b
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可
念
総
灘
胸
中
の
結
果
に
依
て
、
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す
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を
得
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依
て
財
政
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急
に
感
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恭
一
四
分
一
利
付
恐
債
を
緩
行
す
る
の
己
む
を
得
含
る
に
怒
ら
ん

捌
く
不
可
能
と
鋳
る
に
及
ん
寸
、
財
政
改
革
な
る
美
名
の
一
と
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千
八
百
九
十
年
組
側
逃
が
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一
系
学
一
利
付
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俄
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に
配
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枕
ど
行
ぴ
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う
b
て
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政
の
危
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紙
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ず
る
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知
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な
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仁
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率
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の
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に
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を
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て
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一
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ヲ
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印
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し
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み
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し
て
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せ
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わ
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組
、
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線

刻
業
影
響
反
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を
他
の
一
方
に
及
ぼ
す
沙
も
の
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し
て
一
方
…
巴
某
他
省
ノ
く
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茶
悶
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必
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の
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に
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と
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を
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る
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の
、
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と
を
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一
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大
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る
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し
て
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関
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の
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変
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る
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の
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ら
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を
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ず
る
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に
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闘
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に
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今
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憾
の
憾
史
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搬
す
る
に
仰
れ
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に
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死
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る
が
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意
大
な
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て
時
に
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代
求
問
な
る
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滋
的
の
施
設
な
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ワ
之
信
-Vる
な
米
闘
に
於
で
最
宅
勢
力
を
有
し
怒
闘
の
興
ω訟
を
一
共
一
身
じ

y
り
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英
閑
人
以
米
岡
人
wv
印
皮
統
治
の
原
則
之
結
果
と
を
繋
げ
る
代
表
的
人
物
川
川
刈
イ
川
川
氏
仁
よ
ム
ツ
て
苅
る
滋

了
解
す
る
乙
之
愈
明
ら
か
な
る
に
従
ぴ
、
彼
等
は
山
中
に
興
情
寛
大
な
る
談
山
一
一
口
を
得
、
花
る
は
英
図
入
の
滅
日
比
吋
に
附
へ
た
』

味
を
以
て
之
ぞ
税
務
ず
る
の
み
な
ら
京
、
同
情
を
以
て
、
る
所
な
t
り
。
氏
は
日
く
っ
欧
州
m民
族
が
他
の
大
路
に
於
て

綿
讃
k
以
て
、
否
同
談
の
成
功
含
誇
1

り
と
す
る
白
般
の
念
人
口
約
密
な
る
地
方
を
統
治
し
て
成
功
せ
る
史
上
の
事
貨

を
以
て
之
監
観
察
す
る
仁
至
る
可
し
と
信
ポ
ノ
る
な
t
り
。
加
中
旬
以
も
偉
大
な
る
る
の
は
普
人
印
皮
に
於
て
之
を
は
ル
る
。

之
米
関
拡
鴻
去
十
年
聞
に
資
1

り
て
始
・
あ
て
東
洋
に
於
け
る
緑
馬
情
闘
の
減
巴
以
降
印
皮
の
統
治
は
授
に
叩
別
機
の
事
淡
‘

領
土
統
治
の
関
難
な
る
問
題
に
漉
過
し
般
に
少
な
く
が
も
期
中
最
唱
偉
大
な
る
成
功
な
，

o
t一
五
は
ぎ
る
可
か
ら
ヂ
。
奇

積
の
線
維
な
る
事
業
の
初
歩
を
経
験
し
、
花
る
が
放
に
、
英
此
成
功
は
貨
に
練
馬
帝
闘
の
下
に
匁
3
れ
大
る
唱
の
よ
t
り

ノ
闘
は
今
や
米
凶
r
h

湖
し
欧
洲
諸
闘
が
誠
す
が
、
花
る
会
問
中
最
も
一
見
に
一
般
大
な
る
が
も
の
な

b
し
と
。
闘
よ
'
り
逝
去
の
純
政

弘
大
規
模
に
し
て
且
つ
最
も
悶
難
を
魁
む
る
印
度
統
治
の
中
談
初
勝
銚
紡
の
指
摘
す
一
円
送
対
も
の
な
を
は
保
し
難
し

ι雌

班
放
仁
闘
し
、
柳
か
専
門
的
の
視
察
評
論
を
一
袋
求
ず
る
の
'
も
っ
加
か
N
U
英
凶
入
の
印
皮
統
治
は
過
去
ニ
世
如
仰
の
問
仁

機
利
あ
L
リ
と
信
、
ヂ
る
宅
の
な

6
0

一
一
於
て
白
人
種
に
よ
t
り
て
巡
行
せ
ら
れ
北
る
施
設
中
最
も
お

前
郊
の
理
由
に
よ
ん
英
倒
人
以
昨
年
一
月
州
川
刈
イ
川
川
一
し
く
且
つ
最
も
一
都
讃
す
可
を
替
の
な
み
の
事
資
拡
蔽
ふ
可

氏
が
英
闘
の
印
皮
統
治
に
関
し
て
恐
げ
に
せ
る
堂
々
、
北
る
一
わ
ら
の
A
U

る
な
1
9
し
。
印
も
印
皮
の
土
誌
は
英
閣
の
統
治
の
下

橋
讃
の
鮮
を
認
ん
で
欣
喜
律
問
削
せ
か
}
る
能
駄
な
る
な
F
D
。
一
に
ん
撚
量
の
悶
ω
深
に
浴
し
つ

13の
る
な
ιり
。
今
印
皮
具
絞
の
一

従
来
米
関
人
は
如
何
な
る
場
所
仁
於
け
る
英
閥
入
の
施
設
一
一
熔
良
を
遇
税
ず
る
仁
、
此
可
憐
な
る
民
族
仁
封
し
だ
日
公
邸
・
卜

一
に
封
じ
て
は
新
経
路
友
説
的
な
る
ム
一
一
口
併
を
嬰
せ
じ
と
、
ー
と
な
一
寛
大
な
る
待
遇
を
な

3
ん
が
潟
め
に
努
力
せ
ら
れ
捻
る
ζ

9
3

か
l

・
り
念
。
一
故
仁
同
共
和
闘
の
首
領
下
じ
て
~
立
つ
羽
織
の
ど
英
閥
統
治
時
伐
の
有
仁
田
ペ
ヘ
み
は
の
な
し
o

大
統
館
以

j
十

L

一
銭
一
一
J

-

一一九

1

1
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雑

総

山鉛切叩、
1

肌
附
附
忠
官
寄
同
し
て
日
く

h

「
「
英
閤
は
本
図
の
利
議
を
計

}ιh均り，ι
一yル
ル
が
油
矯
尉
め
少
を
}
得
怖
史
含
パc}
る
な

LbツO
故
γ仁巴μど
一
脅
脅
人
は
印
皮
の
名
恥
巻
骨
、
利
議
及
戊
究

一
銭
i'L
雄
一
帯
印
皮
よ
ら
島
市
ぴ
会
よ
り
な
る
乙
と
な
し
。
英
図
J

明
の
矯
め
じ
英
闘
の
統
治
機
力
一
が
袋
路
図
に
溜
を
未
来
永

は
印
皮
ょ
ん
徴
牧
し
北
み
歳
入
の
企
部
を
印
皮
の
潟
に
消
…
効
泳
は
る
乙
I
ζ

な
さ
営
希
望
-
せ
合
る
を
得
合
る
な
100
予

出
討
す
る
な

b
。
邸
中
り
印
皮
の
歳
入
は
印
皮
自
身
の
一
服
利
を
一
は
屡
，
々
印
皮
よ
1

り
蹄
来
せ
る
米
関
の
宣
数
師
に
舎
兄
し
な

崎
港
せ
ん
が
潟
め
に
費
消
せ
ら
る
、
な
y
Q
'
O
:
:
:
:
印
皮
人
了
'
心
が
彼
等
以
皆
口
を
極
め
て
英
図
施
政
の
現
欽
を
稀
讃

民
の
多
数
は
今
や
ま
・
一
服
享
受
の
制
に
於
て
は
従
前
に
比
し
一
し
。
業
統
治
の
下
に
あ
t
p
て
土
民
が
滋
去
に
於
て
の
み
な

て
惑
が
に
大
な
る
も
の
あ
る
な
ん
J
O

若
し
今
日
に
於
て
英
ア
り
歩
、
現
在
に
於
て
も
ん
撚
最
の
編
徳
を
享
受
し
つ
h
あ
る

闘
が
統
治
の
権
力
を
失
墜
す
る
か
或
は
統
治
の
糠
力
を
撤
一
唱
し
と
堂
唱
ヘ
タ
」
る
も
の
な
し
。
し

返
す
る
と
を
は
印
皮
人
民
は
到
底
今
日
迄
の
如
き
一
服
利
を

d

ー
川
川
刈
ぺ
川

J

川
阻
ん
の
碩
鮮
は
最
古
有
力
に
し
て
且
つ
帝
人

享
受
す
る
乙
E

と
を
得
診
る
な
L

リ
。
否
問
中
広
今
日
の
如
を
一
服
仁
取
L

リ
て
最
も
歓
迎
す
可
九
げ
い
も
の
な
r
り
と
雌
号
、
然

hve

利
を
享
受
す
る
乙
之
宮
終
公
る
の
み
な
ら
ポ

J

時
半
島
は
瞬
英
図
の
印
皮
統
治
の
精
紳
、
目
的
及
ぴ
施
設
に
劃
し
て
総

問
仁
し
て
一
大
修
開
制
坊
と
縫
兆
し
去
ら
ホ
/
ん
ば
巳
ま
合
る
歌
ぜ
し
も
の
は
践
・
に
陣
内
の
み
じ
止
ま
ら
診
る
な
λ
ソ
。
殺
し

なより
O

郎
も
虚
弱
な
る
人
氏
、
最
も
勤
勉
な
る
人
民
及
ぴ
最
米
関
の
族
行
家
、
特
別
懇
信
員
及
び
笠
数
師
等
が
叫
叶
汁

川
市
従
順
遵
法
の
人
民
は
言
語
じ
絶
ホ
ノ
る
暴
雌
樫
制
の
斜
め
ヤ
山
脈
ょ
ん

J

外
川
列
斗
叶
川
刈
叫
問
に
於
て
見
間
経
陥
似
せ

に
無
惨
の
滋
援
に
枕
諭
す
可
く
、
之
れ
が
匁
め
仁
利
益
を
し
所
に
就
き
て
述
べ
北
る
讃
齢
を
蒐
集
せ
ん
が
濯
し
放
感

得
る
ー
も
の
は
喰
鉱
山
滋
者
、
暴
由
信
者
及
品
ω
潟
血
者
の
み
0

・
:
:
:
・
に
漣
あ
ら
診
る
可
し
。
然
る
に
怪
し
む
可
し
最
近
一
雨
年

初
く
毛
人
類
の
幸
一
脳
を
奨
ぴ
、
人
道
の
擁
護
せ
ち
れ
ん
乙
に
至
L

リ
米
関
に
於
て
多
少
組
織
的
の
一
滋
動
鵡
b
、
英
臼

と
を
問
中
ひ
の
士
は
英
闘
が
印
皮
の
翁
め
仁
潜
せ
る
努
力
が
的
と
す
る
所
は
米
凶
人
を
し
て
、
印
皮
に
於
け
る
英
闘
の

仰
皮
に
取
2
9
て
鉱
山
母
一
の
利
鏡
花

b
し
乙
と
を
了
解
せ
な
る
施
政
状
態
は
決
し
て
稀
讃
す
可
登
竜
の
仁
非
、
下
し
て
胸
部
唱
鼓

，・ 1

“ 

を
鳴
ら
し
て
之
を
攻
ひ
可
ぬ
G
M
も
の
な
る

E
を
信
也
し
め
ん

と
す
る
仁
あ
ιり
。
日
く
英
闘
の
統
治
は
諜
虐
無
滋
に
し
て
、

徒
ち
に
印
皮
土
民
を
し
て
秘
食
紅
昭
ら
し
め
つ
h
あ
1
9
0

臼
〈
英
闘
は
土
民
を
し
て
決
し
て
土
民
自
身
に
闘
す
る
政

務
じ
関
山
県
せ
し
む
る
乙
と
な
し
。
日
く
英
閣
の
統
治
は
単

に
暴
カ
的
の
支
配
な
1
9
、
日
く
英
閣
の
統
治
は
印
度
の
宮

を
し
て
英
人
の
財
礎
中
広
飾
せ
し
め
、
英
閣
の
輸
出
貿
易

の
潟
に
印
皮
の
製
造
工
業
を
破
践
す
。
日
く
英
闘
の
統
治

は
全
然
土
民
の
数
百
を
疎
外
し
総
ら
仁
氏
積
的
宗
数
的
の

粉
等
を
数
峻
ず
る
の
?
か
な
ら
歩
、
極
端
な
る
酷
税
を
抑
附
し

て
詠
求
を
行
ふ
を
以
て
士
民
は
日
々
ね
続
々
貧
困
の
苦
境
仁

越
を
飢
餓
の
惨
容
は
愈
b
N

酷
烈
頗
繁
を
緩
む
る
に
至
る
o

日
く
英
闘
の
統
治
は
準
じ
有
害
な
る
の
み
な
ら
歩
全
然
無

用
な

b
、
・
印
皮
に
し
て
…
日
一
英
閣
の
縞
紗
を
脱
せ
ん
が
却

て
繁
捺
す
可
し
と
。
米
関
人
中
斯
か
る
説
述
を
基
礎
と
せ

る
煽
動
的
漣
動
の
潟
め
に
影
響
を
受
け
北
る
者
少
な
か
ら

合
る
可
愛
は
予
の
信
b
て
疑
は
か
』
る
所
な
1

り
。
査
し
斯
か

み
運
動
の
首
唱
者
は
剣
蹴
よ

b
dも
寧
戚
精
一
応
走
せ
回
初
く
l

m'
相

官

織
L
J
h
L
リ
一
弔
慰
噌
九
熱
誠
仁
宮
り
の
士
な
る
可
し
。
彼
等
は

ー
雑
:
銭
一

.7
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同
明

b
に
刊
行
物
を
利
用
し
て
彼
等
の
唯
一
の
目
的
は
米
関

人
の
前
仁
英
正
の
炊
抗
を
明
示
甘
ん
と
す
る
に
あ
λ
ッ
と
主

張
す
。
彼
等
は
叉
彼
等
が
英
国
の
統
治
に
濁
し
て
癒
宅
一
敵

意
を
有
す
る
唱
の
じ
非
合
る
と
と
を
主
張
す
。
彼
等
拡
議

目
的
が
決
し
て
破
壊
的
に
非
ポ
ノ
し
て
る
一
く
印
皮
に
於
け
る

英
闘
の
施
政
を
改
革
す
る
に
あ
ち
と
断
言
す
。
斯
く
し
て

彼
等
の
教
唆
運
動
は
M
l
H刈
イ
刈
川
氏
の
駁
論
に
よ
ιりて

大
仁
動
揺
せ
ら
れ
北
る
に
悲
拘
ら
ポ
/
、
倫
今
日
に
継
続
せ

ち
れ
つ
h
あ
よ
り
て
米
閥
今
日
の
状
態
上
及
ぴ
米
岡
人
の
試

質
傾
向
上
多
少
の
結
果
を
溺
ら
'
す
可
を
は
議
疑
な
を
所
な

ん
J
O

若
し
五
十
年
以
前
広
於
て
斯
わ
る
漣
動
起
t
り
し
な
ら

ん
に
は
、
英
運
動
は
何
ω
憾
の
際
容
を
宅
受
く
る
じ
し
な
く
じ

て
令
衆
閣
の
一
端
よ
L
ツ
他
端
仁
箆
魁
し
、
閥
舎
の
決
議
、
小

冊
子
の
配
付
、
反
針
集
合
の
開
催
其
他
有
ら
ゆ
る
排
英
的

の
滋
動
に
よ
ιリ
て
其
目
的
を
慾
句
ん
と
試
み
し
な
る
可
し

然
ふ
に
今
日
前
述
の
如
を
運
動
が
比
較
的
静
柏
崎
に
し
て

ζ

且
つ
薬
効
果
の
少
な
廷
は
之
れ
…
は
英
米
間
の
閥
際
関
係

広
一
大
勢
離
を
来
し
閣
安
が
親
密
の
皮
を
加
ヘ
北
ふ
と
、

…
は
合
衆
闘
が
議
廷
に
澄
十
り
て
世
界
政
策
の
賛
行
上
大
仁

、
、
八
七



. 、

、し
帳

、

r

'

雑
一
日
銀
叶

∞
∞
経
験
す
る
所
お
か
-
お
ふ
が
斜
め
最
日
午
昔
日
の
如
を
幼
秘
な
J

?

い
と
を
綜
可
.
し
。
予
は
簡
は
ん
t

其
論
調
は
眼
中
に
ル
ト
ズ

る
見
解
を
有
せ
か
コ
'
る
に
歪

b
tる
と
に
悶
ら
み
恥
/
ん
ば
あ
る
斗
刈
川
兵
及
び
英
闘
に
齢
制
し
て
充
分
に
敵
意
を
捌
へ
る
の

ム
り
か
ら
ポ
J
O

左
れ
ど
令
衆
闘
に
於
て
は
常
じ
排
英
思
想
の
J

み
な
ら
み
y
同
点
っ
て
親
和
の
越
を
捗
ぺ
1

り
と
O

此
機
究
に
署

滞
在
す
る
唱
の
あ
よ
ツ
〈
一
度
之
を
煽
て
ば
直
も
に
勃
務
せ
一
名
せ
る
者
総
て
十
八
名
、
業
多
数
拡
笠
滋
師
に
し
て
、
彼

ん
と
す
。
加
之
印
皮
は
港
隔
の
地
に
み
よ
ツ
て
公
衆
閥
民
の
一
等
が
之
を
尚
一
・
ず
る
や
体
怒
の
僚
に
出
で
大
る
に
非
、
一
少
し
て

多
数
は
其
・
波
紋
に
通
隣
せ
歩
、
且
つ
令
衆
附
民
は
其
天
性
二
恕
痛
の
情
に
版
ら
れ
北
み
が
も
の
h
如
し
。
彼
等
が
競
越
せ

上
聴
制
専
断
を
嫌
忌
す
る
F
V

し
頗
る
路
し
く
、
其
形
跡
だ
に
一
ヲ
心
事
変
は
往
々
総
像
的
仁
し
て
共
用
訟
は
奇
怪
に
電
過
激

存
せ
ば
障
も
じ
弱
者
に
膝
援
し
て
問
者
に
反
抗
せ
や
J

ん
ぱ
一
な
み
を
菟
が
れ
・
?
と
駿
宅
予
は
彼
等
P
E議
の
匁
一
め
な

ι

色
、
ま
ホ
ー
。
然
る
に
印
皮
に
閥
ず
る
詑
述
の
口
県
偽
を
分
別
し
て
と
信
b
て
之
を
匁
し
つ
hn
あ
る
が
も
の
な
る
と
と
を
推
知
ナ

漠
然
、
北
る
断
定
を
同
県
側
の
事
費
に
燃
し
て
研
究
せ
し
む
る
一
る
を
仰
が
ち
合
る
な

b
o
注
れ
E
ζ

滋
般
の
問
題
を
圧
瞥
に

に
足
る
が
如
を
材
料
は
令
楽
園
仁
存
在
'
す
る
と
と
な
ぎ
の
一
解
決
せ
ん
l
L
欲
す
る
者
以
須
ら
く
徳
数
以
外
の
浅
見
も
の
を

み
な
ら
歩
、
令
衆
閥
政
府
Fζ

雌
奇
特
に
英
閣
の
印
皮
統
治
一
具
有
せ
含
る
可
か
ら
み
y
o
印
も
智
織
に
宮
み
て
議
謀
総
闘

の
潟
め
に
英
人
誌
に
針
し
て
情
獄
説
明
の
議
務
を
有
せ
崎
、
三
ぁ

b
、
且
つ
廃
く
世
界
の
大
勢
に
通
牒
す
る
者
概
合
同
す
れ

る
が
故
に
煽
勤
者
の
担
治
、
認
北
口
、
誹
諒
等
は
戒
程
度
迄
否
汗
ば
所
前
政
治
的
本
能
を
組
織
す
る
凡
て
の
壮
質
を
共
有
す

予
が
下
に
泌
ぺ
ん
と
す
る
が
如
く
渇
蛍
な
る
程
度
に
迄
世
一
る
唱
の
仁
非
ぴ
れ
ば
到
底
本
問
題
を
解
決
す
る
の
資
格
な

人
の
注
意
を
悲
起
す
る
た
と
に
成
功
し
捻
る
な
ん
J
O

…
を
な
J
P
。
然
る
に
此
紡
に
於
て
同
機
交
の
魁
草
案
以
必
然

煽
動
論
者
の
主

A

除雪
q
ノ
る
要
旨
は
彼
等
が
疎
恭
大
騰
に
?
業
能
力
を
紋
け
る
も
の
h

如
し
。
彼
等
は
印
皮
を
以
て

昨
年
一
月
刈
川
刈
イ
刈
川
氏
が
斜
し
北
る
前
設
営
駁
態
せ
引
川
刈
叶
刈
刈
叶
州
の
粉
々
大
な
る
時
も
の
な
る
か
の
如
(

ん
と
し
て
近
頃
設
け
に
し
北
る
機
究
中
仁
之
を
接
見
す
る
'
信
b
、
印
皮
の
土
民
を
以
て
首
班
芳
人
叉
は
仰
閥
人
の
如

.、

‘ f 

λ 
λ 

， 

'! 

く
統
一
せ
る
閥
民
を
な
ず
な
の
h

如
く
想
像
す
る
な
ん
J
O

の
階
級
に
細
分
せ
ら
れ
、
各
階
級
は
殿
然
減
縫
を
設
け
て

彼
等
は
印
皮
人
の
天
棄
の
佐
賀
、
相
官
織
的
特
質
及
ぴ
赴
一
合
相
樹
立
す
。
陸
上
に
生
活
す
み
者
は
喰
会
人
口
の
四
分
の

的
欽
総
釘
会
然
彼
等
の
経
験
せ
る
所
と
相
法
せ
る
の
事
賢
一
一
一
…
に
過
ぎ
ホ
ー
し
て
限
に
一
丁
字
な
を
唱
の
各
二
十
人
中
貨

を
了
解
す
る
乙
と
能
は
索
、
米
閣
の
一
…
州
に
封
し
て
諮
蛍
一
'
に
十
九
人
の
多
を
に
殺
す
。
加
か

g
彼
等
が
嫉
妨
熱
狂
を
「

ず
る
所
の
遣
の
必
?
し
労
印
度
、
来
日
会
世
界
仁
罰
し
て
決
一
以
て
風
俗
、
慣
習
、
信
仰
等
に
執
着
す
る
の
放
は
到
底
西
洋
叫

し
て
等
し
く
鏑
常
ず
る
喝
の
に
非
ら
含
る
の
所
以
を
知
ら
一
陣
兵
の
想
像
に
だ
も
反
ば
な
る
所
な

b
o
斯
く
て
驚
く
可

ヂ
、
少
し

6
遅
疑
す
る
乙
と
な
く
し
て
西
欧
諸
岡
近
代
の
一
し
、
込
山
世
界
人
口
の
約
五
分
の
一
を
占
り
る
此
印
皮
民
族

民
主
思
想
を
以
て
障
も
に
印
皮
を
俸
せ
ん
と
ず
。
彼
等
は
一
の
運
命
は
賛
に
遠
く
北
方
の
島
帝
倒
よ

b
糾
合
し
来
れ
ふ

印
度
の
祉
合
組
織
が
会
怯
界
中
他
に
決
し
て
其
比
を
見
会
一
少
数
人
士
の
双
一
周
に
懸
る
"
も
の
に
し
て
園
内
の
統
治
、
}
北

る
二
潤
特
異
の
ρ
も
の
な
る
乙
-
と
を
丸
信
然
知
得
せ
も
パ
」
る
わ
誠
一
議
の
擁
護
、
一
服
利
の
崎
明
滋
は
一
に
此
少
数
人
士
の
努
カ
指

紋
少
な
く
唱
臭
事
資
を
充
分
に
了
得
せ
も
d

る
る
な
ん
J
O

今
一
議
に
放
つ
の
外
な
を
な
1

り
。
斯
く
の
如
く
仁
し
て
構
成
常

識
み
に
印
皮
舵
合
組
織
の
一
斑
を
詑
越
せ
ん
が
、
印
皮
に
一
ら
れ
、
斯
く
の
如
を
地
位
に
あ
る
凶
土
に
臨
み
合
衆
閥
又
一

於
で
は
原
始
時
代
に
於
け
る
が
如
く
宗
教
、
積
放
及
び
階
一
は
伊
太
利
等
と
大
差
忍
を
刃
も
の
と
し
て
之
を
統
治
せ
ん
と

級
に
基
く
枇
合
上
の
差
別
未
だ
殿
然
と
し
て
存
在
し
げ
加
一
し
、
開
局
・
に
官
洋
諮
問
特
殊
の
事
情
の
下
に
於
て
の
み
趨
加

か
電
此
差
別
は
数
世
紀
以
来
絡
ヘ
ぴ
る
争
闘
内
況
の
然
め
一
し
得
可
を
原
則
を
以
て
之
に
就
令
せ
ん
と
す
る
は
食
に
m問
。

に
愈
々
紛
糾
を
総
め
つ
h
h

あ
る
な
-bo
詳
山
一
目
す
れ
ば
種
族
一
の
極
に
し
て
、
叫
川
川
け
卿
の
腿
時
総
監
借
b
て
之
を
云
へ

の
数
は
一
一
白
を
超
ヘ
、
業
用
語
は
百
八
十
種
の
多
を
仁
遼
ば
毛
皮
制
棋
の
外
奈
は
加
奈
太
に
於
て
蹴
る
便
利
な
ふ
炉
放

し
]
加
ふ
る
仁
一
九
個
の
異
な
れ
る
宗
滋
の
行
拡
る
t
h

あ
bno
仁
汁
川
汁
に
於
て
は
之
を
器
用
せ
ん
I
ζ

唱
ふ
る
仁
一
等
じ
な

m
J然
zり
砺
し
て
此
会
差
錯
雑
せ
必
祉
舎
は
瓦
に
約
二
十
問
個
唱
の
な

J
l換
言
す
れ
ば
彼
等
の
眼
孔
紘
一
況
の
如
く
、
偏
狭

‘一
.
1
f
紘
一
路
一
:
γ
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J
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国、

蔵
迷
に
し
て
之
を
形
容
す
ふ
の
語
仁
乏
し
く
世
人
の
所
謂
第
二
組
枕
な
る
訟
の
最
宅
普
混
な
る
舟
絡
に
係
ふ
と

つ
井
中
の
主
義
一
と
概
轡
y
る
除
授
を
遺
械
ー
な
く
緩
捧
せ
を
は
印
皮
は
資
限
上
審
問
仁
櫛
比
し
て
何
等
の
梨
学
一
竜
一
掛

る
は
う
主
将

j
fし
o

i

{

ぴ
居
ら
ぎ
る
な
L
リo
国
よ
ら
英
図
之
の
現
在
の
閥
係
上
印

彼
等
の
墾
一
口
中
町
議
宅
乱
暴
に
じ
て
絶
封
に
駁
恕
芸
る
一
皮
、
が
英
闘
に
謝
し
て
議
積
の
負
携
を
な
し
つ
よ
る
は
事

可
一
が
ち
な
る
も
の
は
、
英
関
人
は
自
己
を
宮
・

3
ん

が

竺

賢

-To
而
し
て
其
負
機
一
額
は
千
九
百
O
四
年
よ
6
千
九

め
仁
印
皮
人
民
同
一
枕
を
課
し
之
を
し
て
援
を
悶
ら
し
め
一
官
O
レ
七
年
迄
の
統
計
に
よ
る
と
を
は
年
額
一
億
九
千
寓
一
回

た
ん
と
の
橋
な

b
と
す
o
彼
等
以
日
く
つ
印
皮
の
財
筑
は
絡
な

h
Eナ
。
此
金
額
は
一
部
は
印
度
の
債
務
、
印
皮
に
於

バ
タ
外
闘
機
力
者
の
土
地
を
留
ま
し
め
ん
が
符
め
に
奪
ぴ
け
る
か
一
産
事
業
の
斜
め
に
技
や
ら
れ
大
る
資
-
本
金
及
ぴ
印

去
ら
れ
て
資
に
ほ
し

uzuuの
あ
ら
O
L
日
く
、
印
皮
よ
皮
懇
提
訴
棋
の
矯
め
に
借
入
リ
ド
ら
仰
を
資
本
金
約
一
億

J

り
著
聞
広
続
出
す
心
財
府
民
一
は

Tべ
二
億
五
千
碍
閥
よ

-h一
一
一
一
周
の
利
?
?
と
し
て
文
捌
は
れ
一
宮
は
約
二
千
五
百
印
刷
川

低
聞
の
問
を
と
ド
ず
る
な

6
0
日
く
、
英
閣
の
印
度
に
墾
y

テ)算
A
q
J

る
鍛
道
周
一
及
川
益
事
用
の
倉
庫
甘
え
-d
材
料
の
符
占

、
課
税

?
3
2世
界
究
明
闘
中
安
芸

7
3
5出

せ
ら
れ
、
一
部
は
軍
隊
AJ総
持
及
。
軍
人
の
年
金

る
穆
に
し
て
負
擦
の
賄
ょ
ん
ム
五
へ
ば
印
皮
の
土
民
ー
は
英
本
と
し
て
支
出
せ
ち
れ
業
額
一
四
千
百
闘
に
怒
す

o
wし
パ
乱

闘
引
人
民
-
c
b
u
し
て
約
二
倍
の
章
一
拾
に
苦
し
み
つ
L
あ
る
後
の
一
部
は
内
務
行
政
の
匁
め
仁
支
出
せ
ら
る

iuの
」

な
1

り
。
日
く
リ
印
皮
は
年
々
?
一
銭
々
貧
困
に
趨
を
つ
h

し
て
業
年
一
額
約
二
千
五
百
寓
闘
な
よ
リ
と
す
。
換
言
す
れ
ば

γ、
業
結
果
と
し
て
飢
餓
長
官
耐
ふ
る
の
カ
は
愈
印
皮
よ

b
緩
ず
る
宅
の
は
一
惑
と
臨
港
財
物
、
動
受

々
減
少
し
っ
、
あ
る
な
ム
リ
o

日
く
、
期
わ
る
可
憐
の
状
態
拡
資
本
の
形
式
仁
上
L

リ
て
印
皮
に
復
締
せ
合
る
唱
の
な

を
恥
し
比
る
宮
の
責
任
者
は
英
岡
英
も
の
な
ん
と
。
予
は
し
。
故
に
バ
川
刈
ペ
バ
川
兵
一
が
寸
英
闘
は
白
一
闘
の
利
一
祉
の

之
町
下
の
は
控
一
一
口
仁
野
し
下
ビ
建
一
駁
一
惑
を
読
み
ん
。
潟
め
に
一
議
と
雄
、
宅
印
由
民
よ
L
り
奪
び
去
る
と
と
な
く
1

判

雑

録

90 

九
0 

度
よ
A
Y
徴
枚
一
ず
る
租
税
は
皆
印
度
じ
於
て
印
皮
の
利
容
一
の

潟
め
に
消
費
せ
ら
る
L

と
断
言
し
北
る
は
絡
封
不
可
争
の

明
言
な
ん
と
一
五
は
ぎ
る
可
わ
ら
ポ
。
反
齢
制
論
者
或
は
臼
く
、

計
数
上
に
織
は
れ
大
る
一
般
恐
知
の
徴
牧
額
は
或
は
上
述

の
如
く
な
ち
ん
宅
業
外
英
問
問
人
が
個
人
と
し
て
本
閣
に
送

附
す
る
金
額
以
一
ヶ
年
一
億
国
よ
t
り
}
億
二
千
高
閣
の
問

を
上
下
す
。
此
金
額
は
皆
印
皮
の
材
源
よ
ιリ
奪
ぴ
去
ら
る

る
も
の
に
し
て
蜜
宅
世
人
の
注
窓
に
上
ら
診
る
宅
の
な
よ
リ

と
。
此
設
も
亦
単
に
一
個
の
臆
断
に
滋
ぎ
歩
し
て
決
し
て

精
密
な
る
計
算
の
結
果
に
非
ホ
J
O

見
よ
論
者
の
計
上
す
る

金
額
は
俊
仁
印
皮
に
於
け
る
欧
側
人
の
女
武
官
が
獲
得
す

る
俸
給
年
額
の
ご
倍
以
上
に
上
る
に
非
ヂ
や
。
之
を
事
費

に
徴
す
る
に
印
度
に
於
て
求
職
す
る
英
闘
士
官
中
葉
俸
給

の
一
部
を
本
闘
に
怠
附
し
得
る
者
は
唯
一
小
部
分
に
過
ぎ

‘
合
る
な

6
0
彼
等
の
多
数
は
業
所
得
の
み
一
部
一
を
費
消
す
る

の
み
な
ら
ヂ
、
時
に
本
国
ょ
ん
'
補
助
を
仰
向
、
宅
の
ヨ
ヘ
少

な
か
ら
合
る
な
I

り
。
唯
だ
印
皮
の
経
憐
史
上
に
於
て
最
も

著
し
く
し
て
争
ふ
可
か
ら
診
る
紡
を
感
品
、
れ
ば
(
ご
英
闘

が
印
度
の
物
質
的
産
業
的
の
議
諮
を
計
ら
ん
が
潟
め
に
袈

線

銭

， 

91 

や
せ
じ
金
額
は
印
度
開
間
以
来
上
AJ英
閣
の
占
領
に
隠
す

る
迄
に
同
一
の
目
的
に
向
っ
て
捷
治
せ
ら
れ
な
る
金
額
の

総
計
よ

b
e
一
層
大
な
る
の
事
貨
と
つ
ご
英
閥
統
治
の
下

に
印
度
土
民
全
般
の
持
銀
及
び
生
活
の
穂
皮
は
大
に
昂
騰

し
柁
る
の
事
資
な
よ
り
と
す
。
故
に
論
者
の
所
前
勺
財
資
奪

去
し
の
設
は
彼
の
外
悶
資
本
は
之
を
輸
入
し
な
る
閥
を
貧

困
に
熔
ら
し
む
と
の
陳
腐
な
る
思
総
と
、
輪
出
の
総
入
に

超
過
す
る
ほ
閥
家
の
総
務
的
病
態
な
F

り
と
す
る
誤
謬
の
概

念
と
に
業
基
礎
を
有
す
る
者
な
J
9
0

郎
も
予

-m
現
に
駁
撃

を
加
へ
つ
h
h

あ
る
機
交
の
起
潜
者
は
印
皮
に
於
け
る
年
額

二
億
闘
の
輸
出
超
過
は
之
れ
皆
英
閣
に
劃
す
る
賞
金
に
外

な
ら
?
と
な
す
も
の
h
v
如
し
。
注
れ
ど
現
に
令
衆
闘
は
英

闘
と
の
貿
易
風
係
に
於
て
年
々
五
綴
の
輪
出
超
過
を
な
し

っ
ー
も
あ
る
に
非
ヂ
や
。
此
現
象
は
英
関
1ι
濠
洲
及
ば
ア
ー

ジ
品
シ
タ
イ
シ
ー
し
の
関
係
に
於
て
宅
亦
之
を
見
る
と
と
そ

得
る
な
ら
J
O

然
ら
ば
之
等
の
凶
家
は
皆
英
闘
に
劃
し
て
年

々
賃
金
を
納
付
し
つ

1
3め
る
な
よ
リ
と
云
ふ
可
を
か
、
、
持
品
ι

該
機
交
の
起
車
者
が
徒
ら
に
虚
妄
の
ふ
一
日
を
弄
し
つ
-h
あ
る

"
も
の
な
'
O
E
主
演
ふ
一
円
き
か
。
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雑
'
一
銭

‘
第
コ
、
論
者
日
(
印
皮
は
英
章
一
税
を
負
捻
ず
る
欧
州
に
於
八
十
一
一
封
皮
仁
一
付
き
て
僚
に
十
二
銭
な

b
o
然
る
に
各
λ

て
世
界
女
問
問
中
枠
外
比
を
見
歩
と
o
此
議
論
も
亦
容
易
じ
十
二
封
皮
に
艶
す
み
附
脱
税
は
六
十
関
銃
仁
川
地

5
・
歩
)
故
山

手
仁
は
似
し
去
る
じ
し
十
一
一
件
可
し
。
千
八
百
O
六
年
上
t
り
千
八
一
服
枕
は
生
産
債
格
の
凶
倍
に
し
て
二
十
倍
に
非
歩
。
此
税

.
R
Oレ
七
年
に
琵
る
合
計
年
度
に
於
て
印
皮
人
の
負
携
し
松
一
額
と
雌
電
信
一
見
し
食
る
の
み
に
て
は
重
大
な
る
が
!
劃
尚
一
応

る
租
一
税
金
の
金
総
与
竺
人
に
就
を
て
ニ
闘
に
惑
せ
や

J

、
一
弘
、
他
方
に
於
て
生
産
、
漣
輪
及
び
分
配
じ
裂
す
る
授
則
非

加
ト
も
此
金
一
綴
の
約
竿
一
被
は
地
視
の
徴
収
に
慈
く
収
入
食
…
常
に
節
減
せ
ら
れ
居
る
が
故
に
給
強
叩
伎
の
消
費
者
一
が
弐

る
な
-
2
9
0

印
皮
仁
於
け
る
土
地
の
耕
作
者
は
欧
米
の
良
夫
一
抑
ふ
腿
僚
は
英
図
に
於
け
る
債
格
よ
ら
高
を
乙
と
な
く
、

わ
控
一
定
納
付
す
ふ
地
代
、
乞
倒
家
に
文
郷
ふ
刃
も
の
な
る
が
一
之
を
併
問
、
伊
太
利
、
及
ば
合
衆
閥
等
仁
比
す
れ
ば
賢
策

仇
仁
川
ー
皮
に
於
け
る
所
一
説
土
地
歳
入
は
他
倒
-
に
於
け
る
地
…
上
低
廉
な
t

り
と
す
。
議
印
皮
仁
川
府
け
る
胞
は
俊
一
卒
均
〕
川
部

代
仁
等
し
を
も
の
な
J

り
o

従
て
土
地
の
使
用
に
到
す
る
封
一
度
一
銭
に
遼
せ
な
れ
ば
な
の
'o
英
闘
の
統
給
以
前
仁
ぁ
j
l
j

僚
は
個
人
が
之
を
受
く
リ
b
i
z
-
を
綜
一
地
代
な
る
も
閥
奈
川
之
一
て
は
漣
職
交
通
の
侠
な
く
)
生
産
の
方
川
松
山
山
一
る
拙
劣
;
る

を
受
く
る
と
き
は
組
税
と
着
倣
3
p
v
h
b
可
わ
ら
中
?
と
の
論
一
に
加
〈
、
到
る
斯
に
於
て
的
地
枕
及
さ
迎
効
税
を
文
拶
拡

競
jd}

符
3
-
V
る
限
L
リ
、
印
皮
人
が
租
税
と
し
て
支
挑
ふ
金
一
念
る
可
か
ら
合
j

り
し
が
故
に
瞭
伎
は
今
日
よ

b
e強
か
に

相
は
ぺ
人
に
付
!
一
ヶ
年
僅
か
仁
一
闘
に
羽
山
首
d

含
る
な
…
高
-m'hJ
し
の
み
な
か
ら
歩
一
時
と
し
て
は
俊
一
緒
の
如
何
に
拘

290
該
株
式
の
控
室
仰
は
真
に
日
く
、
印
度
仁
川
以
て
拡
印
刷
誠
一
ち
ヂ
司
会
く
之
を
得
る

E
能
は
な
p

り
を
o

現
今
仁
川
於
一
一
一
以
岬

税
な
る
唱
の
あ

b
て
業
税
額
以
代
僚
の
八
倍
、
十
一
一
倍
叉
一
皮
の
住
民
ー
は
年
々
一
服
枕
と
し
て
谷
一
人
に
何
イ
四
銭

f
i

時
と
し
て
政
二
十
倍
に
慾
す
と
。
左
れ
ど
斯
一
か
る
震
税
拡
九
日
付
す
o

之
れ
決
し
て
感
制
逝
笠
な
る

M

課
税
之
云
ふ
乙
之
宮

必
然
存
在
せ
合
る
な
よ
り
o

今
臨
供
給
の
最
大
根
源
地
文
る
符
叩
ざ
る
な
み
J
O

加
か
宅
此
臨
税
は
予
が
前
越
せ
る
が
'
郊
(
(

刻
刻
刻
刈
汁
駿
閉
じ
付
を
て
共
生
産
裂
を
調
査
す
る
に
各
'
地
代
史
相
蛍
ず
る
地
租
と
、
総
衣
服
仁
欝
ず
る
一
一
一
歩
五
肢

九一一

7

・
• 

l
'
z
 -

，
、
ー

の
関
税
と
を
除
詮
て
は
、
み
一
人
口
の
約
岡
分
の
一
ニ
を
形
成
に
外
な
ら
ぎ
る
な
p

り
。
千
八
百
六
十
年
に
於
て
未
だ
課
税

す
る
農
民
の
負
携
す
可
営
殆
ん
ど
喰
.
一
の
続
税
に
非
ホ
ノ
ゼ
ら
れ
合
t
り
し
・
喝
の
に
し
て
今
日
税
制
郎
と
な

3
れ
北
る
弘

ゃ
。
印
も
彼
等
は
煙
車
、
蜘
誹
M
A
d
茶
に
濁
し
て
課
税
せ
一
の
頗
る
少
な
く
、
会
く
会
歳
入
の
上
に
織
は
る
h
滑
加
は

ち
る
L
B

乙
と
な
舎
が
故
に
、
治
し
柄
精
的
飲
料
と
阿
片
と
一
税
率
の
低
減
せ
ら
れ
大
ふ
唱
の
に
拘
ら
み
v-
、
勝
武
力
の
地

を
使
用
す
る
乙
と
な
く
、
叉
狼
'O
仁
訴
訟
を
越
す
が
如
を
一
誕
の
結
果
と
し
て
生

b
大
る
者
な
よ
り
。
郎
も
土
地
の
負
縫

乙
と
な
く
ん
ば
彼
等
拡
安
際
上
金
く
徴
税
者
の
仰
門
を
弘
一
は
謎
々
瞬
く
せ
ら
れ
、
臨
税
は
日
営
怒
ふ
て
低
め
ら
れ
~
輸

が
る
h
乙
と
を
得
る
な
よ
り
。
故
に
予
は
一
治
省
矯
脱
仰
な
く
隊
一
入
枕
は
愈
々
減
特
」
ら
れ
、
輸
出
税
は
米
殺
に
罰
す
る
も
の

宮
せ
ん
み
一
世
界
に
於
て
印
皮
人
の
如
く
級
微
な
る
租
税
を
了
r…
除
を
て
は
全
然
媛
棄
せ
ら
れ
た
ら
。
加
之
所
得
税
率
活

負
槍
ず
る
唱
の
な
し

ι。
一

亦

著

し

く

低

減

せ

ら

れ

、

J

生
計
最
少
必
要
額
拡
之
を
千
八

第
三
、
該
梯
交
の
起
草
者
は
一
見
に
下
の
一
一
一
紡
印
も
こ
こ
百
六
十
年
に
比
す
る
と
を
は
大
に
高
め
ら
れ
セ
1
9
0

物
産

印
度
は
日
々
諸
々
貧
困
に
限
よ
り
つ
h

あ
1

り
(
一
ご
此
貧
困
は
…
税
の
牧
入
は
著
し
く
増
加
し

t
b
t雌
活
此
増
加
電
亦
税

飢
餓
の
根
本
的
原
因
な

b
(一
一
一
)
而
し
て
印
皮
人
を
し
て
期
一
・
卒
引
上
の
結
果
に
非
歩
し
て
、
れ
や
…
く
税
務
行
政
の
改
善
と

る
悲
惨
の
境
問
涯
に
印
刷
ら
し
め
党
る
皆
の
資
任
者
拡
英
闘
な
…
泣
絵
な
る
製
造
販
市
民
の
禁
渇
と
に
基
く
刃
も
の
な
F
O
O
唯
市

F
O
'
i
し
の
事
貨
を
経
明
せ
ん
と
し
て
み
…
然
失
敗
せ
よ
り
0

印
皮
寸
税
及
び
地
方
税
の
み
は
域
紛
迄
千
八
百
六
十
年
以
後
の
創

は
決
し
て
断
次
食
間
に
隠
t

り
つ
?
の
〉
バ
ワ
含
る
な

b
。
印
度
一
説
仁
一
係
る
告
の
に
し
て
英
牧
入
年
額
は
約
二
千
凶
一
白
湾
問
J

a

よ
ら
徴
牧
ず
る
歳
入
績
は
千
八
百
六
十
年
以
来
一
一
一
倍
の
増
一
な
J

り
。
縦
ウ
一
目
す
れ
ば
過
去
約
宇
世
紀
間
に
於
る
印
皮
の
財

加
を
潟
せ
t
ゾ
。
注
れ
ど
此
増
加
は
決
し
て
税
税
納
付
者
仁
政
的
護
法
を
遇
税
す
る
に
常

b
i
品
川
市
議
し
く
…
品
川
人
の
限

封
じ
て
新
党
な
る
銭
携
注
目
深
し
北
る
結
果
に
非
ヂ
し
て
閣
に
映
・
下
る
は
組
税
が
絡
ヘ
ポ
ノ
経
減
せ
ら
れ
た
る
の
事
資

mw

土
愈
々
繁
務
仁
越
金
、
一
統
治
謡
史
し
き
ど
得
、
北
る
の
紡
巣

2
租
殺
の
税
減
せ
ら
れ
大
る
に
も
拘
ら
歩
閥
庫
の
枚
入
拡

s
f

線

総

一

!

j

-

.

J

e

'
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雑

総

絶
ヘ
タ
崎
日
し
ζ

p

と
の
ニ
紡
な
ryと
す
o
予
は
此
事
変
ず
る
は
琵
静
岡
じ
し
て
、
之
等
の
事
費
を
看
過
す
る
は
育
者

ぞ

以

〈

粗

削

し

十

る

人

民

官

会

々

震

に

警

的

偏

見

柁

る

を

柔

?

と

oZM附
女
川
謀
者
じ

っ
h
あ
る
乙
と
を
表
明
す
る
最
も
明
、
瞭
硲
貨
の
鐙
ゃ
ぶ
な
1

り
一
野
し
て
此
一
節
を
推
薦
し
、
併
せ
て
掛
色
一
一
月
】
湯
河
支
持

と
主
張
せ
ん
と
す
o

此
賂
-C
闘
し
予
州
知
川
川
刈
卿
が
職
一
せ
ん
が
符
め
応
援
用
せ
る
統
計
的
諮
仰
を
一
尽

λ

替
え
を
以
て
錯
し
ζ

る
演
説
の
一
節
を
引
用
せ
ん
o
氏
、
は
日
…
〕
八
九
一
一
一
|
凶
年
と
一
九

O
匹
|
五
今
ι
¢
接
民

じ
っ
普
人
は
決
一
い
て
印
皮
が
貧
困
悲
惨
な
る
状
態
に
-
あ
る
一
政
府
が
鍬
羽
根
の
布
務
会
構
瓶
若
干
の
潟
め
仁
川
一
円
、
に

じ
と
を
否
認
す
る
唱
の
に
非
JYo
左
れ
ど
惨
祝
の
現
存
に
…
る
資
本
金
額

J

五
割
六
歩
の

3

防
磁
す
れ
て
斜
め
に
菓
偉
大
な
る
ま
還
を
若
手
…
産
業
を
目
的
と
す
る
株
式
合
祉
の
投
資
額

一

:

二

割

三

歩

の

増

加

る
.
は
非
な

b
。
見
よ
羽
内
に
於
け
る
貨
幣
の
増
加
は
流
滋
一

額
に
於
て
号
、
準
怖
い
札
じ
於
〈
落
、
技
資
額
に
於
て
も
、
一
貯
蓄
銀
行
の
羽
金
額
・
ぺ
四
割
一
一
一
…
歩
の
増
加

的
献
金
額
に
氏
一
て
も
持
久
人
民
の
礎
淵

m
E仔
読
す
る
額
に
於
一
政
臆
臨
時
銀
行
仁
川
於
け
る
叡
人
の
鼠
金
額
・
:

て
も
一
切
ら
久
仁
之
一
れ
認
め
得
る
じ
非
ず
や
o

M

労
働
寒
波
:
:
:
:
・

-
j
i
-
-
-
;
・
・
:
:
:
:
レ
七
割
一
歩
の
増
加

j
b
u
最
下
級
人
民
の
生
活
程
度
紘
一
向
め
ら
れ
、
彼
等
以
業
他
株
式
組
織
の
銀
行
広
於
け
る
預
金
額

:
:
:
十
三
割
の
増
加

今
や
問
中
に
保
利
品
、
有
用
口
聞
を
使
用
し
得
る
じ
至
れ
る
の

み
な
ら
歩
、
約
十
四
五
年
以
前
仁
あ
ふ
て
は
殆
ん
ど
夢
恕
錦
替
銀
行
に
於
け
る
預
金
額
:
:
:
九
割
五
歩
の
増
加

だ
も
せ

y
bし
議
官
聞
を
購
ふ
に
歪
れ
る
を
以
て
詑

-E

印
皮
仁
於
て
所
有
せ
ら
る
、
政
府
紙
幣
ー
:
?

J
り
武
力
の
増
山
池
を
蒸
し
有
容
な
る
租
税
の
低
減
を
可
能
:
・
一
・
・
・
:
・
:
一
一
割
九
歩
の
琳
力

付
け
し
り
ふ

ε品れ
ム
o

然
ら
而
し
て
此
一
形
勢
一
拡
恐
ら
ぺ
地
方
一
公
僚
に
扶
鳴
ら
れ
ち
-
心
金
引
に
九
一
割
の
増
加

か
後
に
於
て
唱
継
続
せ
ら
る
可
し
o

之
等
の
事
貨
を
一
氷
認
所
得
税
を
謀
せ
ら
る
可
を
所
符
綜
・
:

九
陣

弘、 J、 巴 z・'t.，-1翠璽畠軍智明申相賓国帽書官官時晴T 胃四割自思

戸り
の
U

:
:
ニ
割
九
歩
の
増
加
乙
と
を
述
べ

t
b
o
間
口
治
相
側
之
課
税
を
以
て
印
皮
疲
弊
の

統
逝
せ
る
ル
ピ
!
の
綴
:
・
j
i
-
-
r
:
二
割
払
歩
の
増
加
原
因
と
な
す
似
非
な
よ
り
。
今
似
J

り
に
土
地
食
擦
の
み
中
部
b
己

資
際
統
識
し
つ
h

あ
る
手
形
額
;
:
六
割
八
歩
の
増
加
発
除
し
、
臨
税
及
び
関
税
を
廃
滅
す
る
も
下
級
農
民
の
惨

輸
入
額
・
:
j
i
-
-
j
i
-
-
:
・j
i
-
-
j
i
-
-
三
割
五
歩
の
増
加
放
は
己
、
ψ

・出品
P
J

、
飢
餓
は
依
然
と
し
て
襲
来
す
可
し
。
恕
ふ

輸
出
額
:
:
j
i
-
-
:
:
:
j
i
-
-
:
:
:
:
:
凶
割
八
歩
の
増
加
に
印
皮
の
疲
倣
卦
悶
悠
は
決
し
て
論
者
の
主
捺
す
る
が
如
く

生
産
的
債
務
綴
:
:
・
:
j
i
-
-
:
六
億
九
千
寓
闘
の
増
加
外
部
的
原
因
よ
1

り
来
る

-gの
じ
非
、
ず
し
て
全
く
住
民
の
枇

J

0

0

 

不
生
底
的
債
務
額
・
:
j
i
-
-
・
:
:
一
億
六
千
高
図
の
減
少
合
的
慣
習
、
内
証
的
枕
質
、
思
慮
の
快
芝
、
幼
税
な
る
耕
結

貸
業
家
又
は
経
憐
感
者
仁
し
て
上
越
の
事
貨
を
見
て
図
カ
絵
、
及
ぴ
婚
姻
の
儀
式
に
関
す
る
浪
費
等
の
如
を
内
部
的

衰
退
の
微
な
A
ツ
と
な
す
唱
の
あ
L
Y
や

。

原

因

仁

基

く

唱

の

な

t
リ
。
例
へ
は
綿
花
る
者
が
英
男
子
を

印
皮
仁
於
け
る
人
民
の
岡
鯨
が
安
に
業
経
に
達
し
て
憐
…
結
婚
せ
し
め
ん
と
す
る
と
を
は
葉
山
武
用
と
し
て
自
己
ぢ
一
一

れ
ひ
可
を
が
も
の
な
る
は
事
費
な
6

0

左
れ
ど
之
を
以
て
英
一
一
四
年
間
の
勤
労
に
・
ょ
，
，
り
て
獲
待
し
得
可
を
金
額
の
会
部
を

闘
の
統
治
が
葉
市
A

し
営
を
得
含
る
が
匁
め
な
よ
ツ
と
な
す
は
一
論
説
し
、
部
務
の
山
口
問
利
食
よ
t

り
一
箇
年
一
割
ニ
歩
乃
至
レ
心

奇
桜
至
極
の
議
論
な
1

り
と
一
流
は
ぎ
る
可
か
ら
ポ
ノ
O

予
は
統
一
割
五
歩
の
す
同
利
彦
挑
ふ
て
借
金
し
以
て
之
に
充
つ
る
唱
の

に
英
閣
の
施
政
の
不
に
於
て
印
度
の
繁
撲
が
遅
々
北
る
一
な

b
o
印
度
の
下
級
民
放
が
豆
類
の
負
債
に
苦
し
り
の
口
県

宅
、
然
か
唱
磁
貨
に
滋
歩
し
つ
h

あ
る
乙
と
を
設
け
b
o
一
原
因
は
此
紡
に
存
ず
る
告
の
に
し
て
、
決
し
て
地
代
及
伐

加
之
予
は
印
度
の
住
民
が
地
代
及
び
祖
枕
と
し
て
図
庫
に
す
組
税
と
し
て
一
筒
年
一
闘
を
納
附
す
る
が
故
に
非
含
る
な

納
附
す
る
年
額
は
各
人
二
闘
に
及
ば
ヂ
。
加
が
も
此
金
額
.
P
9
1

印
度
民
族
中
の
一
大
指
導
者
大
る
サ
l
、
マ
〆
グ
ア
、

中
住
民
‘
の
四
分
の
一
一
一
を
形
成
す
る
農
民
の
貧
携
す
る
所
は
一
刻
別
氏
以
葉
経
験
に
於
て
.
弓
其
技
量
に
於
て
も
他
に
比
類

予
の
査
定
す
る
所
仁
よ
れ
ば
卒
均
業
二
分
の
一
以
下
な
る
一
な
(
、
日
ぢ
英
閣
の
印
皮
統
治
仁
濁
す
る
有
力
な
る
批
評

ー線
P

銭
，
f

、

、

i

、

一

，

、

ー

、

、

丸

五
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ー
に
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ぃ

P

4

，
!
一
一

J

ゐ
丸
山
ハ

mw

家
な
る
が
、
比
は
此
問
題
に
闘
し
溢
の
如
く
儲
態
明
瞭
な
'
が
飢
餓
の
災
害
を
一
般
強
大
な
ー
)
J

り
し
む
る
は
事
資
な
J
i
l
j

と

y
Q
A
捌
定
J

ど
な
せ
・
0
0
予
は
該
倣
戎
の
起
草
者
が
再
ぴ
印
皮

a
m
m
号
、
今
日
に
あ
ふ
て
は
英
閥
政
府
が
計
設
し
な
み
飢
餓

一
問
題
に
闘
す
る
訟
凡
の
議
ム
お
か
}
敢
て
す
る
γ
ト
ル
ル
も
、
氏
の
~
諜
防
制
度
及
ぴ
救
締
制
皮
の
功
徳
仁
よ
l

り
、
従
前
に
1あの

b

所段ム‘ふや歩宅一ポ下ヂ宅恥伊少宅，ノ乍J

、
OQ
一
氏
は
日
〈
「
何
人
E色乙雌隊l

も
奇
、
印
皮
に
佳
日
泊
し
て
葉
賢
一
の
皮
を
減
b
、
餓
死
宥
の
倣
そ
し
て
米
脅
有
に
少
な
か
ら

欣
宏
観
察
し
、
椀
究
を
絞
り
じ
ι
愈
々
長
ぎ
に
従
ぴ
て
世
界
一
し
む
る
に
澄
れ
よ
り

0

中
印
皮

K
の
如
く
政
治
的
災
厄
ぞ
受
け
ぞ
'
心
宅
の
な
さ
と
…
該
椴
究
に
は
前
述
諸
紛
の
外
命
詑
載
せ
る
所
多
し
と
雌

岡
崎
仁
、
叉
印
一
皮
人
の
如
く
自
業
自
得
の
災
害
に
法
問
し
す
も
、
殺
し
飴
白
だ
仁
存
せ
ば
之
を
駁
し
去
る
乙
正
予
に
取

っ
、
-
あ
る
唱
の
な
訟
の
事
費
を
戚
知
す
乙
と
愈
大
な
る
可
…
ム
ソ
て
易
々
、
北
る
の
み
。
喰
下
の
…
紡
に
於
て
は
予
は
該
機

し
ず
し
o
一
具
に
叉
該
機
究
の
起
卒
者
の
飢
僅
に
闘
す
る
主
張
一
す
ん
の
起
草
者
の
所
論
を
以
て
滋
躍
に
¥
叶
ぴ
、
γ

也
、
ゆ
闘
に
し
て

仁
川
別
し
て
は
予
は
第
一
彼
等
が
大
に
飢
餓
殺
生
の
敏
之
、
一
H
A
つ
口
県
費
な
ん
/
主
一
万
ふ
仁
川
賄
賂
せ
な
る
な
p
b
/
O

郎
む
印
皮

之
よ

b
生
歩
る
死
者
の
放
と
を
誇
張
し
つ
1
h

あ
る
の
事
賢
一
じ
於
け
る
教
育
事
業
の
延
々
と
し
〈
港
、
ま
w
d

る
は
予
之
総

と
第
一
一
¥
印
皮
に
於
け
る
飢
怨
は
気
候
風
の
不
順
仁
基
く

7
n亦
遺
憾
に
耐
ヘ
却
す
心
所
な
ん
/
O

予
川
仏
文
箪
備
金
の
支
出

沙
も
の
な
る
と
の
こ
批
判
を
指
摘
せ
ん
o
降
雨
時
巴
迎
ぴ
且
つ
…
に
封
ず
る
彼
等
の
主
践
に
針
し
幾
分
の
岡
崎
を
-
一
決
す
る
恐

多
尽
な
る
に
於
〈
は
股
業
は
可
能
な
る
落
、
降
雨
不
規
則
一
の
な

6
0
左
れ
ど
之
等
の
防
上
除
ぎ
て
は
予
は
英
記
述
i

uし
て
、
且
つ
少
量
な
ら
ん
わ
、
問
中
の
主
た
る
生
産
業
を
一
推
測
、
叉
は
議
論
に
就
を
議
活
費
際
の
事
貨
と
合
致
す
る

飢
餓
せ
る
農
業
は
会
〈
-
停
止
の
波
路
右
主
し
政
府
は
西
洋
一
の
紡
を
見
出
す
ζ
j
f
」
能
は
な
る
な
り
Pノ
O

例
之
、
彼
等
は
英

配
川
町
に
於
て
も
ほ
日
て
異
例
そ
見
合
}
り
し
が
如
念
多
数
失
職
閣
が
印
度
に
布
設
し
校
時
φ
一
一
一
官
肉
眼
の
鍛
滋
は
専
ら
獄
事
上

殺
の
救
燐
問
題
に
讃
越
す
る
な
よ
ツ
O

倒
よ
'
j
人
民
の
疲
弊
の
日
的
之
、
英
本
図
が
財
政
上
の
枚
入
を
得
ん
と
す
る
日

'1 

. 
・、

; 1，'1'.、

に‘民、正
ごまに、

， ¥ 

‘ i ‘ 、 -

的
と
の
匁
に
の
み
恕
略
せ
ら
る
k
B
M

も
の
に
し
て
、
此
鍛
滋
罪
状
に
付
ぎ
て
は
明
白
な
る
宣
告
を
受
け
北
1
9
0
彼
等
は
‘

v

よ
t
リ
生
ヂ
る
収
入
は
皆
英
閥
人
の
嚢
中
に
入
る
沿
も
の
な
ら
臼
く
、
印
度
は
数
千
年
間
自
統
自
治
の
鶏
境
に
あ
E

り
な
'
り

と
唱
ふ
と
雌
喝
事
費
は
之
に
反
し
、
一
一
一
高
哩
の
鍛
道
中
一
一
と
。
左
れ
ど
。
之
を
事
賞
に
徴
す
る
に
古
来
印
皮
宏
文
惚

寓
二
千
哩
は
岡
家
の
所
有
に
し
て
、
之
よ
J

り
生
ム
ア
る
利
益
し
大
る
帝
図
は
常
に
外
周
人
柱
る
侵
略
者
に
よ
1
9
て
樹
立

は
年
々
歳
々
増
加
す
、
左
れ
ど
此
利
盆
の
会
部
は
皆
祖
枕
せ
ら
れ
柁
る
な
t
り
。
彼
等
は
日
く
、
英
閣
の
施
政
は
根
本
f

を
板
減
せ
ん
が
匁
め
に
使
用
せ
ら
る
-h
な人ツ
O

彼
等
は
的
に
不
豆
な
る
基
礎
の
上
に
立
つ
越
の
な
よ
り
、
如
何
と
な

臼
く
、
印
皮
よ
bJ来
る
常
識
業
他
の
報
道
は
細
大
漏
河
口
、
ヂ
れ
ば
其
統
治
の
主
回
目
は
会
然
鯨
戟
の
力
に
よ
F

り
て
人
民
の

印
皮
政
腐
友
ば
英
関
政
府
の
検
問
を
緩
や
d

る
可
わ
ら
歩
服
従
を
強
制
せ
ん
と
す
る
に
ゐ
れ
ば
な
ん
/
之
。
左
れ
ど
事

と
。
定
れ
ど
事
貸
は
会
〈
之
J

に
反
し
何
等
の
検
閲
制
皮
普
賢
上
印
皮
に
於
て
は
商
積
よ
f
9
云
へ
ば
各
二
十
限
卒
方
、

存
在
せ
才
る
な
L

リ
。
彼
等
は
日
く
、
現
今
約
一
首
名
の
記
者
人
口
よ
L

り
一
式
へ
ば
各
四
千
人
に
野
し
て
一
人
の
兵
士
を
剛
山

は
一
一
一
年
以
上
十
年
以
下
の
所
測
を
受
け
て
餓
怨
の
下
に
州
備
せ
る
の
割
合
の
み
加
わ
省
印
度
陸
軍
の
一
一
一
分
の
ニ
は
皆

吟
し
つ
つ
あ

b
、
加
が
が
も
彼
等
の
多
数
は
毘
式
の
裁
列
を
土
民
兵
よ
t
り
成
る
沙
も
の
な
AJo
彼
等
は
日
く
、
英
米
に
於

受
く
る
乙
と
な
く
、
自
己
の
利
設
を
鮮
談
ず
る
の
機
舎
を
て
は
平
和
穣
営
な
る
改
革
路
動
yc
認
め
ら
る
t
B

が
如
を
中
。

奥
へ
ち
る
V
乙
と
な
く
し
て
獄
被
に
投
性
ら
れ
北
る
唱
の
訟
と
雌
宅
、
印
度
広
於
て
は
n
公
然
に
識
は
秘
密
に
逮
捕
せ

な
ιり
。
殊
に
甚
し
き
に
澄
つ
て
は
受
別
者
に
し
て
自
己
の
ら
れ
て
舵
獄
に
投
せ
ち
る
と
。
注
れ
ど
事
貨
は
之
に
反
し

犯
罪
の
何
た
る

3
へ
告
げ
ら
れ
会
る
場
合
あ
ら
と
。
注
れ
関
誌
舎
議
は
某
存
立
の
会
期
間
を
滋
b
て
本
必
一
窓
唯
だ

♂
事
資
は
決
し
て
然
ら
ヂ
。
約
レ
七
十
名
の
記
者
は
監
獄
に
改
革
運
動
に
の
弘
之
れ
従
事
し
文
1
9
し
も
翁
め
主
治
活
政

人
投
性
ら
れ
党
1

り
よ
し
雌
も
彼
等
以
山
内
自
民
式
の
裁
剣
を
受
け
、
'
府
の
干
渉
を
受
く
み
と
と
な
が
f

り
を
。
加
之
印
皮
識
を
以
-

1
m
t充
分
段
己
少
縁
談
ず
る
の
機
舎
を
は
胤
ハ
ヘ
ふ
り
れ
、
旦
(
J

其
て
す
る
刊
行
物
は
八
千
飴
積
℃
及
び
、
之
等
の
刊
行
物
は

川
¥
、
灘

U

A

一銭
1
1
P
1
i
一

一

一
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九
凡
一

雑

総

会

護

運

動

の

窓

主

精

カ

を

設

し

つ

よ

み

な

る

問

答

荒

唐

無

稽

議

論

に

し

て

、

布

く

ゑ

警

の

数

1
9
0
殊
に
著
し
さ
は
近
頃
政
府
政
谷
方
面
各
階
級
の
論
者
育
を
受
く
る
と
を
は
十
五
歳
の
幼
者
と
雄
港
、
私
之
営
ー
口

グ
主
張
す
る
改
革
論
を
蒐
集
し
て
ご
倒
の
治
滑
な
る
資
審
丘
Y
る
乙
と
を
部
づ
る
が
如
恐
竜
の
な
J

り
と
一
お
ふ
唱
歌
〈

い
♂
し
之
を
恐
け
に
せ
L
リ
o

彼
等
は
叉
印
度
を
以
て
一
の
崎
町
酷
の
守
口
に
非
SH'Q
な
L
リ
o

此
可
憐
な
る
民
一
践
を
保
護
し

謙
治
則
闘
な
ム
ソ
と
な
し
、
印
皮
人
(
予
は
彼
等
が
っ
印
皮
人
し
て
、
不
完
全
な
が
ら
呉
服
訟
を
迷
せ
し
め
、
不
充
分
な
が

いい

U
L仰
を
以
て
仰
を
指
示
す
る
や
を
匁
r

勺
さ
は
蜜
も
政
ち
英
一
利
袋
、
を
擁
護
す
る
も
の
は
英
図
人
を
措
い
て
他
に
之

務
に
愛
す
る
と
と
を
舎
と
費
、
大
勝

Z
1川
宗

寺

Y
Z
T
o襲
、
憲
一
、
階
級
の
利
害

川
仰
の
所
間
改
革
な
る
唱
の
は
何
等
の
笠
要
な
る
改
善
を
よ
ワ
生
-
ず
る
厭
ふ
可
を
紛
争
の
外
に
超
然
と
し
て
唯
彼
等
合

来
引
い
あ
-
C
非
?
と
宣
告
白
せ
よ
り
o

左
れ
ど
事
費
は
之
に
民
般
の
稲
利
を
増
税
治
せ
ん
が
符
め
に
努
力
す
る
悲
の
は
英
一
以

し
、
印
度
土
人
の
紋
撃
す
る
学
烏
の
行
政
事
務
は
頗
る
多
そ
措
い
て
他
広
之
宮
求
り
可
か
ら
診
る
な
よ
り
〈
全
力
配
偶

〈
、
土
一
民
営
哀
の
数
は
惑
わ
に
英
人
官
吏
の
数
を
超
ヘ
、
倒
し
て
印
皮
会
民
放
の
符
め
に
正
義
、
自
由
、
及

-α卒
佐
官

民
抗
日
日
時
間
特
別
協
同
日
れ
れ
弘
前
川
持
仏
間
引

い
る
わ
1
1
ソト
b
o
今
や
引
け
川
川
卿
は
十
一
具
、
が
最
高
行
政
人
を
措
い
て
他
い
な
ん
を
求
む
可
か
ち
合
る
な
A
Y

一
点
力

古
川

C
入
い
乙
Z
L
b
ふ
介
可
し
大
る
の
み

J

な
ら
ホ
J
O

彼
等
ド
ト
輿
…
該
椴
-
究
の
起
草
者
は
み
ん
等
の
純
忠
明
瞭
な
み
44川
I
J
T
1

一

一
引
い
れ
い
い
歳
出
歳
入
公
一
計
設
営
決
定
す
る
の
職
、
を
以
て
し
、
一
て
創
刊
等
の
観
念
を
も
-
一
併
せ
却
す
な
の
h
如
し

ζ

崎
町
制
度

瓦
に
滋
ん
で
行
政
、
立
法
の
純
凶
じ
付
を
て
桔
頗
る
麗
汎
〆
し
難
き
は
頑
迷
不
鐙
の
徒
な
る
か
な
(
終
)

な
る
部
分
を
彼
等
の
殆
ん
ど
自
由
行
動
に
委
せ
ん
'
0

故
に

該
激
突
の
勉
草
者
ω炉
実
閣
の
印
度
統
治
仁
闘
し
て
述
べ
北

98 
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カ
ヴ
j
ル
の
後
学
生

高

橋

誠

一

二
)
ノ
ザ
ラ

(Zo足
お
)
の
戦
敗

兵
焚
偲
屍
左
照
し
て
敗
隙
の
夜
色
村
時
々
懐
除
北
よ
ツ
O
「
宮
内

事
休
せ
'
夕
、
吾
が
名
義
母
亦
し
、
チ
ヤ
ル
ス
ア
ル
パ
ル
ト

(の

E
ユ
g
〉
5
2
3
玉
、
は
側
な
る
グ
ル
ザ
ノ
ウ
ノ
ス
キ
ー

(
の
ご

N
8
0
3
E
)
に
向
っ
て
附
け
F
9
0

火
は
青
を
舌
を
超

し
て
王
の
岡
部
品
C

毛
皮
I

乙
銀
の
刺
総
省
て
飾
ら
れ
な
る
外
窓

営
住
め
ん
ー
し
す
る
仁
ズ
ラ
シ
ド
(
む
口
町
山
口
仏
0
)

政
打
%
驚
を

て
王
を
避
け
し
め
ん
と
せ
ん
〆
O

寸
無
期
、
余
を
し
て
死
せ
し

め
よ
、
此
れ
ぞ
余
が
最
後
の
日
な

6
し
。
嶋
呼
今
や
ピ
品
モ

シ
(50仏日
8
3軍
は

J

ア
ユ
島
シ
(
ロ
ユ
ロ
)
と
の
聯
絡
を
総

花
れ
花
る
な
よ
ツ
、
}
自
計
腕
に
畿
を
て
最
早
何
等
の
行
動
を

号
取
ιッ
能
ふ
可
営
係
地
な
し
。
王
拡
カ
ド
ル
ナ
(
の
包
O

門口卯)

及
ぴ
ヰ
吋
ノ
サ
ト
(
の
Oωω

忠
O

〉
の
雨
郷
軍
を
焼
防
附
〕
ブ
デ
ッ

キ
1
(
何一色仏
a
N
r可
)
仁
仮
し
て
休
戦
を
識
は
し
め

t
b
o愉
快

感
の
お
帥
が
此
仁
川
到
し
て
拠
出
し
大
る
依
件
は
、
ロ
ン
バ

ル
ト
軍
の
兵
備
を
解
か
し
む
る
ち
と
、
議
舎
の
協
賛
を
待

つ
乙
と
な
ぐ
し
て
践
に
セ
ジ
ア
(
ω
m氏
。
)
チ
ジ
ノ
(
づ
仏
aov

雑
γ

7

4

t

銭

長5

、

，

、

.

、

ー

、

• ~
 一巳、

、 99

雨
河
聞
の
領
土
及
び
ア
レ
ス
サ
Y

ド
ザ
ヤ
(
伝
命
的
朗
自
仏
母
)

の
城
掻
を
卒
和
の
締
結
ま
で
瑛
常
に
引
渡
す
色
、
首
ピ
サ

ボ
イ
各
(
り
口
付
ゆ

womvg可
)
を
入
賞
と
な
す
の
一
一
一
な
2
9
9」

O

AS-
後
九
時
王
は
諸
婚
諸
侯
を
召
し
集
め

t
，・9
0

夜
は
・
沈
々

、党
J

り
、
王
の
恋
抵
な
る
品
日
調
は
凶
図
の
問
実
を
破
れ
J

り
。
/

寸
諸
君
よ
、
余
は
伊
太
利
の
濁
立
の
潟
め
に
余
自
ら
を
犠

牲
と
せ
hr
、
余
は
之
れ
が
潟
に
余
の
生
命
、
余
の
王
子
、

市
し
て
余
の
王
冠
を
活
提
供
し
殺
し
て
依
す
所
な
し
、
余

拡
時
限
早
此
の
苦
闘
を
飽
く
る
乙
と
能
は
・
一
少
、
余
は
今
や
漉

く
可
ち
診
る
結
果

2
・
な
れ
る
此
後
の
平
和
に
野
し
余
の
存

在
は
一
大
障
害
女
る
可
を
を
知
る
替
の
な
1
9
0
余
は
此
に

調
印
す
る
を
得
J
P
J
O

防
相
場
に
於
て
死
に
就
く

E
能
は
合
'
D

し
余
は
A
7
五
日
邦
家
の
矯
め
仁
最
後
の
犠
牲
を
供
へ
ん
と
す

印
も
余
除
設
に
余
ピ
エ
ロ
泌
を
技
け
て
一
印
し
て
此
L
L
余
が
王

子
の
斜
め
に
残
す
告
の
な
・
'
h
J
L
。
時
に
一
八
四
九
年
一
一
一
月
廿

一
ニ
日
。
伊
木
利
建
設
者
の
一
人
な
る
ど

y
ト
リ
庁
品
γ

ヌ
エ
ル
(
ざ
広
三
日
0

肘

5
5
8
5一
♂
)
は
貨
に
斯
く
の
如
哉
の

勝
、
斯
く
の
如
く
し
て
王
位
に
邸
け
る
な
t
p
o

-一熱-誠溢
L
h
器
援
の
如
一
詮
民
衆
仁
閣
総
対
ら
れ
て
一
ア
ル
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